
１． 件名：リサイクル燃料貯蔵株式会社に対する標準応答スペクトルを規制

に取り入れる際の経過措置に関する面談 

 
２． 日時：令和元年１０月４日（金）１０時３０分～１０時４５分 

 

３． 場所：原子力規制庁９階耐震会議室 

 

４． 出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 原子力規制企画課 

森下課長 

原子力規制部 地震・津波審査部門 

沖田管理官補佐 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 貯蔵保全部 土木・建築担当部長 他２名 

 

５． 要旨 

（１）原子力規制庁から、標準応答スペクトルを規制に取り入れる際の経過措

置に関して、以下の点を含め事業者が対応するために必要な期間があれ

ば公開の会合に出席の上、説明するようリサイクル燃料貯蔵株式会社に

求めた。 

・設置許可基準規則解釈の公布後、設置変更許可申請を提出するまでに要 

する期間。 

・許可後、工事計画認可申請を提出するまでに要する期間。 

・工事計画認可後、耐震補強工事の有無別に使用前検査申請を提出するま 

でに要する期間。 

 

 （２）リサイクル燃料貯蔵株式会社から、公開会合への出席等について了解し

た旨の回答があった。 

 

６． 配付資料

「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受

けた規制上の対応について（令和元年9月11日原子力規制庁） 


